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(57)【要約】
　本発明は、光ファイバー（２）を接続するためのオプ
トエレクトロニクス集成装置に関する。前記集成装置は
、軸方向に延びるキャビティ（４）を有するハウジング
（３）、キャビティ（４）の第一端（８）に位置される
透明な窓（７）、及びキャビティの第二端に位置される
末端部分（１０；２０；３０；４０；５０；６０）を含
み、キャビティ（４）は、前記光ファイバー（２）の包
絡面を包囲する流動冷却剤（７）によって供給される冷
却室を形成し、前記光ファイバー（２）は、窓（７）と
光学的に接触しており、かつ末端部分（１０；２０；３
０；４０；５０；６０）を通して集成装置から外に延び
る。光ファイバー（２）は、案内接着剤（１２；２２；
３２；４２；５２；６２）によって末端部分中に固定さ
れる。
【選択図】　図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバー（２）を接続するためのオプトエレクトロニクス集成装置であって、前記
集成装置は、軸方向に延びるキャビティ（４）を有するハウジング（３）を含み、前記キ
ャビティ（４）は、光が集成装置中に伝達される第一端（８）、及び光が集成装置から外
に伝達される第二端（９）を有し、前記集成装置は、キャビティの第二端に位置される末
端部分（１０；２０；３０；４０；５０；６０）をさらに含み、キャビティ（４）は、前
記光ファイバー（２）の包絡面を包囲する流動冷却剤（７）によって供給される冷却室を
形成し、前記光ファイバー（２）は、末端部分（１０；２０；３０；４０；５０；６０）
を通して集成装置から外に延びるものにおいて、光ファイバー（２）が、案内接着剤（１
２；２２；３２；４２；５２；６２）によって末端部分中に固定され、前記案内接着剤が
、案内接着剤と接触する光ファイバー（２）の包絡面の屈折率より低い屈折率を有するこ
とを特徴とする集成装置。
【請求項２】
　案内接着剤（１２；２２；３２；４２；５２；６２）が、伝達される光の波長に対して
光学的に透明であるか又は半透明であることを特徴とする、請求項１に記載の集成装置。
【請求項３】
　案内接着剤（１２；２２；３２；４２；５２；６２）が、末端部分（１０；２０；３０
；４０；５０；６０）中で冷却封止を形成することを特徴とする、請求項１又は２に記載
の集成装置。
【請求項４】
　案内接着剤（１２；２２；３２；４２；５２；６２）が、光ファイバー（２）が末端部
分（１０；２０；３０；４０；５０；６０）と接触しないように、末端部分中に光ファイ
バー（２）を固定するように配置されていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか
に記載の集成装置。
【請求項５】
　光ファイバー（２）が、コアー（１３）、少なくとも一つのクラッド層（１４）、及び
少なくとも一つのジャケット層（１６）を含み、ジャケット層（１６）が、案内接着剤（
１２；２２；３２；４２；５２；６２）の内部で終わっていることを特徴とする、請求項
１～４のいずれかに記載の集成装置。
【請求項６】
　光ファイバー（２）が、ジャケット層（１６）と接触する少なくとも一つの緩衝層（１
５）を含むことを特徴とする、請求項５に記載の集成装置。
【請求項７】
　緩衝層（１５）が、案内接着剤（１２；２２；３２；４２；５２；６２）の内部で終わ
っていることを特徴とする、請求項６に記載の集成装置。
【請求項８】
　緩衝層（１５）が、キャビティ（４）の内側に予め決定された距離で終わっていること
を特徴とする、請求項７に記載の集成装置。
【請求項９】
　案内接着剤（１２；２２；３２；４２；５２；６２）が、シリコーン、アクリル高分子
、アクリレート樹脂、及びエポキシ樹脂のうちの一種以上を含むことを特徴とする、請求
項１～８のいずれかに記載の集成装置。
【請求項１０】
　案内接着剤（１２；２２；３２；４２；５２；６２）が、末端部分（２０；４０；６０
）からキャビティ（４）中まで延びる中空部分（２３；４３；６３）中に少なくとも部分
的に位置されていることを特徴とする、請求項１～９のいずれかに記載の集成装置。
【請求項１１】
　中空部分（２３；４３；６３）が、末端部分（２０；４０；６０）の一体化部分である
ことを特徴とする、請求項１０に記載の集成装置。
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【請求項１２】
　中空部分（２３；４３；６３）が、末端部分（２０；４０；６０）からキャビティ（４
）中まで延びる円筒形の反射器であることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の集
成装置。
【請求項１３】
　中空部分（２３；４３；６３）が、金、銅、又は銅の合金のような光反射性で熱伝導性
の材料を含むことを特徴とする、請求項１０～１２のいずれかに記載の集成装置。
【請求項１４】
　光ファイバー（２）と末端部分との間に延びる封止（７７）が、案内接着剤（１２；２
２；３２；４２；５２；６２）と冷却室との間に位置されていることを特徴とする、請求
項１～１４のいずれかに記載の集成装置。
【請求項１５】
　少なくとも中空部分（８３）が、石英、溶融シリカ、ガラス、サファイア、又は透明ガ
ラス材料のような透明材料を含むことを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の集成装
置。
【請求項１６】
　キャビティ（４）を通って窓（７）と末端部分（６３）との間に延びるクラッド層（１
４）の部分が、モードストリッパー（９０）を与えられていることを特徴とする、請求項
１～１５のいずれかに記載の集成装置。
【請求項１７】
　透明な窓（７）が、キャビティ（４）の第一端（８）に位置されていること、及び光フ
ァイバー（２）が、窓（７）と光学的に接触していることを特徴とする、請求項１～１６
のいずれかに記載の集成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバーの端を正確にかつ確実に接続して、光ファイバーへの損傷を防
止するオプトエレクトロニクス集成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、高出力光ファイバーケーブルのための、特に２０ｋＷまでの及び２０ｋＷを
超える出力レベルを伝達するための光ファイバーケーブルのためのオプトエレクトロニク
ス集成装置に関する。一般的に、光ファイバーケーブルは、入射ビーム光のための入口端
、及びビーム光が光ファイバーを離れる出口端を有する。高い光出力を伝達するための光
ファイバーは、しばしば、工業用途で使用されている。具体的には、それらは、高出力レ
ーザー放射による切断及び溶接作業において、及び加熱、検出、又は高温環境下での作業
などの他の工業用途において使用されている。光ファイバーを使用することによって、レ
ーザービームを高出力のレーザー源から加工物まで伝達するための柔軟な製造システムを
設計することができる。光ファイバーは、典型的に、内部ガラスコアー、及びいわゆるク
ラッドと称される透明な包囲層を有し、このクラッドは、しばしば、ドープされたガラス
から形成される。クラッドは、ガラスコアーよりも低い屈折率を獲得する。クラッドの機
能は、光ビームがガラスコアー中に制限されることを維持することである。コアー及びク
ラッドは、保護緩衝層及びジャケット層で被覆されることができる。
【０００３】
　高い明度を有する高出力の光ファイバー及びディスクレーザーの発展に伴い、光ファイ
バーの出力取扱い性も有意に増大した。高出力レーザー放射のための光ファイバーシステ
ムを設計する場合、光ファイバーが光を伝達して、光ファイバーを通る光の高い明度を維
持するために効率的であることが重要である。レーザーからの高出力光で作業するために
、光ファイバーは、システム中への高い戻り反射を与えうるこの高出力光にその適用中、
耐えなければならない。これは、高出力レーザー光損失に対抗するという高い要求を光フ
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ァイバーのコネクターに与える。光ファイバーは、コネクター中で終わり、このコネクタ
ーは、光ファイバーの端を正確にかつ確実に保持して、光ファイバーへの損傷を防止し、
プラグ及び遊び要求を満たす。光ファイバーと光学素子との間のコネクターは、基本的に
、剛い円筒形のバレルであり、バレルをその嵌め合いソケット中に保持するスリーブによ
って包囲されている。嵌め合い機構は、例えば、プッシュアンドクリック、差し込み、又
はねじ込みであることができる。典型的なコネクターは、光ファイバーの外側層の少なく
とも一部分を除去してガラス層を浄化することによって光ファイバーの端を調製すること
によって設置される。ある場合には、化学的エッチングによって、又はクラッド層より高
い屈折率を有する材料を付与することによって、モードストリッパーがガラスクラッドに
付与される。前方の終端として、ガラスシリンダーが光ファイバーの端に取り付けられる
。光ファイバーのコアーとガラスシリンダーは、光学的に接触して、この点での損失及び
反射を防止する。ガラスシリンダーは、光ファイバーコネクターが使用される特定の波長
のために被覆される。
【０００４】
　高出力レーザー用途における問題点は、光ファイバーからの光の漏出によってコネクタ
ー内で生じた損失が熱を生じるだろうということである。切断及び溶接作業中、戻り反射
されたプロセス光は、光ファイバーの逆方向におけるかなりの伝達損失を生じることがあ
り、また、光ファイバー及びコネクターに対して損傷を生じることがある。従って、極め
て正確で損失を最小化する解決策を与える改良されたコネクター装置又はオプトエレクト
ロニクス集成装置に対する必要性がある。損失が生じる場合、光ファイバーコネクターの
設計は、損傷なしに光損失に対処することができなければならない。
【発明の概要】
【０００５】
　上述の問題は、添付の特許請求の範囲に記載されるようなオプトエレクトロニクス集成
装置によって解決される。
【０００６】
　以下の部分において、用語「光」は、レーザーによって発された、好ましくは工業用の
高出力レーザー（ただし、これに限定されない）によって発された光として解釈されるべ
きである。用語「オプトエレクトロニクス集成装置」は、かかるオプトエレクトロニクス
集成装置を構成する全ての構成部品及び付属品を含む光ファイバーコネクターを定義する
ために使用される。
【０００７】
　本発明は、光ファイバーを接続するためのオプトエレクトロニクス集成装置に関する。
前記集成装置は、軸方向に延びるキャビティを有するハウジングを含む。前記キャビティ
は、光が集成装置中に伝達される第一端又は入力端、及び光が集成装置から外に伝達され
る第二端又は出力端を有する。一例によれば、ハウジングは、キャビティの第一端に位置
されている透明な窓を含み、この窓は、光ファイバーと光学的に接触している。窓は、伝
達される光の波長に依存していかなる好適な材料も含むことができる。かかる材料の例は
、石英、溶融シリカ、ガラス、サファイア、又は、高エネルギーレーザー窓などの用途の
ために一般的に使用される透明ガラス材料の他のタイプである。
【０００８】
　代替的な例では、ハウジングは、キャビティの第一端に位置された透明な円板を含み、
この円板は、光ファイバーのための開口を含む。円板は、上述の透明な窓と同じ材料から
作られることができる。光ファイバーは、例えば光ファイバーの外側層を円板のガラス材
料に融着させることによって円板に固定されることができる。固定は、接着であることが
できるが、これは本発明にとって必須ではない。
【０００９】
　さらに代替的な例では、ハウジングは、キャビティの第一端に位置された金属円板を含
み、この円板は、光ファイバーのための開口を含む。円板は、ハウジングと同じ材料から
、又は他のいかなる好適な金属材料から作られることができる。光ファイバーは、例えば
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光ファイバーの外側層を円板の金属材料に融着させることによって円板に接着されること
ができる。
【００１０】
　ハウジングは、キャビティの第二端に位置された光ファイバーのための開口を有する末
端部分をさらに含む。この末端部分は、光ファイバーを集成装置中の正しい位置に、典型
的には接着剤で固定するために使用される。末端部分は、反射器として作用することがで
きる。この場合、それは、金、銅、又は銅の合金のような、反射特性だけでなく良好な熱
伝導特性も有する材料を含む。代替的に、末端部分は、ガラス、石英、セラミックスなど
のようなレーザー光に対して透明な材料から作られることができる。
【００１１】
　本明細書において、光ファイバーは、中心コアー、及び好適なガラス材料を含む一つ以
上のクラッド層を含むものと仮定される。光ファイバーは、外側ジャケット層、又は外側
ジャケット層を有する緩衝層をさらに含む。もし単一のジャケット層が使用されるのなら
、これは、典型的には、アクリレート材料を含むことができる。もし緩衝層及びジャケッ
ト層が使用されるのなら、緩衝層は、シリコーンを含むことができ、ジャケット層は、ナ
イロン又はＴｅｆｚｅｌ（登録商標）などのフッ素系プラスチックを含むことができる。
これらの材料は、光ファイバーを構成する好適な材料の一例にすぎない。
【００１２】
　ハウジング中のキャビティは、前記光ファイバーの包絡面を包囲する流動冷却剤によっ
て供給される冷却室を形成する。冷却剤は、水又は他のいかなる好適な液体であることが
できる。冷却剤は、ハウジングの一端に供給され、他端から除去されることができるか、
又は同じ端に供給されてそこから除去されることができる。少なくとも後者の場合、所望
の領域及び／又は集成装置を構成するコネクター要素の十分な冷却を確実にするために、
キャビティ中の光ファイバーを包囲するそらせ板又はガイドが与えられ、冷却剤の流速及
び／又は流れ方向が制御される。本明細書の以下の部分において、用語「キャビティ」及
び「冷却室」は、同じ特徴を表わすために使用される。また、用語「第一開口」は、冷却
剤のための入口を表わすために使用され、「第二開口」は、冷却剤のための出口を表わす
ために使用される。光ファイバーは、前記窓と光学的に接触しており、末端部分を通して
集成装置から外に出る。光ファイバーは、末端部分を通過し、案内接着剤によって末端部
分中の予め決定された位置に固定される。
【００１３】
　案内接着剤は、光ファイバーよりも低い屈折率を有し、これは、光ファイバーの光のビ
ームを案内して、光を前記光ファイバーのクラッドの内側に保持することを可能にする。
一般的に、光ファイバーのコアーの内側に光を保持することが望ましいが、クラッド中へ
の漏出は、生じ得る。従って、案内接着剤は、それと接触している包絡面より低い屈折率
を有するべきである。案内接着剤は、レーザーによって放出される、伝達される光の波長
に対して光学的に透明であるか又は半透明である。本明細書において、包絡面は、ジャケ
ット層、緩衝層、又はクラッド層であることができ、いずれの場合も、案内接着剤と接触
している光ファイバーの外側層である。
【００１４】
　案内接着剤は、末端部分における冷却剤封止を形成するために、末端部分の少なくとも
軸方向長さにわたって光ファイバーを完全に包囲するように配置されている。光ファイバ
ーを末端部分の正しい位置に固定することに加えて、案内接着剤は、末端部分の軸方向長
さに沿って光ファイバーが末端部分と接触しない状態で保持されるように光ファイバーを
固定するように配置されている。案内接着剤の端部は、冷却室に面する末端部分の側で冷
却室に露出されることができ、冷却剤と直接接触することによって冷却されることができ
る。
【００１５】
　光ファイバーは、コアー、少なくとも一つのクラッド層、及び少なくとも一つのジャケ
ット層を含み、ジャケット層は、光ファイバーを被覆する案内接着剤の内部で終わってい
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る。代替的に、光ファイバーは、ジャケット層と接触する少なくとも一つの緩衝層を含む
こともできる。緩衝層は、案内接着剤の内部で終わっているか、又は案内接着剤の外側で
、冷却室の内側に予め決定された距離で終わっている。緩衝層は、アクリレート材料、シ
リコーン、又は同様の好適な材料から形成されることができる。ジャケット層は、緩衝層
の外側に与えられ、ナイロンやフッ素系プラスチック材料などの好適なプラスチック材料
から形成されることができる。
【００１６】
　光ファイバーの正確な設計及び構成は、本発明自体には無関係である。関係のある特徴
は、光ファイバーの屈折率、とりわけ光ファイバーのガラス材料（コアー及びクラッド）
の屈折率であり、これは、案内接着剤の屈折率の上限を決定する。光ファイバーのガラス
材料は、コアー及びクラッド層を含む。屈折率の例は、１０６０ｎｍの波長において、溶
融シリカについては１．４６であり、シリコーンについては１．４１である。屈折率は、
伝達される光の波長に依存している。
【００１７】
　第一の例によれば、緩衝層及びジャケット層は、案内接着剤の内部で終わっている。第
二の例によれば、ジャケット層は、案内接着剤の内部で終わっており、一方、緩衝層は、
案内接着剤の外側で、冷却室の内側に予め決定された距離で終わっている。さらなる例に
よれば、キャビティ中を延びるクラッド層は、その長さの少なくとも一部分にわたって表
面処理されており、モードストリッパーを形成する。
【００１８】
　案内接着剤は、光ファイバーに対して望ましい屈折率を有するいかなる好適な接着材料
も含むことができる。好適な材料の非限定的な例は、シリコーン、アクリル高分子、アク
リレート樹脂、及びエポキシ樹脂のうちの一種以上である。アクリル高分子は、アクリル
酸メチル、アクリル酸エチル、及びアクリル酸ブチルのうちの一種以上によって共重合さ
れた物質を含むことができる。エポキシ樹脂は、ラジカルエポキシ樹脂、二成分エポキシ
樹脂、又は二重カチオン性エポキシ樹脂のうちの一種以上を含むことができる。
【００１９】
　光ファイバーを包囲して被覆する案内接着剤は、末端部分全体に位置されることが好ま
しく、それは、ハウジングの端部壁を形成する。代替的に、案内接着剤は、冷却室中に面
する末端部分の表面から予め決定された距離だけ延びる中空部分の内側に少なくとも部分
的に位置されていることができる。中空部分は、末端部分の一体化部分であることが好ま
しいが、これは必須ではない。中空部分は、例えば、円筒形、又は放射状フランジのよう
な熱伝達を向上させるいかなる好適な断面を有することができる。
【００２０】
　さらなる例によれば、少なくとも中空部分は、末端部分から冷却キャビティ中まで延び
る反射器である。中空部分は、金、銅、又は銅の合金のような良好な光反射性だけでなく
良好な熱伝導性を有する材料を含む。これは、熱を冷却剤中に伝達して、接着剤及び包囲
する構成要素の加熱を回避するためである。案内接着剤の端部分は、中空部分の端で冷却
室に露出されており、冷却剤との直接接触によって冷却される。末端部分自体は、反射器
として作用するように配置されることもでき、中空部分と同じ又は同様の材料から形成さ
れることができる。上述の反射器の設計は、冷却キャビティ中に漏出する光からの案内接
着剤の加熱を回避する。反射器の表面の反射性は、いかなるレーザー光も吸収しないよう
に高い。熱伝導材料を使用することにより、接着剤が光ファイバーの末端部分から生成さ
れた熱に露出されたときに接着剤が効率的に冷却されることを可能にする。
【００２１】
　さらなる例によれば、案内接着剤の端部表面に封止が与えられることができ、この封止
は、光ファイバーの外側表面を包囲する。例えば、円形封止は、光ファイバーと末端部分
の間に放射状に延びることができ、案内接着剤と冷却室の間に位置される。封止は、光フ
ァイバーの周りに位置されることができ、そこでそれは末端部分に入るか又は中空反射器
に入る。このようにして、封止は、光ファイバーを包囲する案内接着剤に冷却剤が到達す
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ることを防止し、ハウジングの封止を助ける。末端部分自体は、反射器として作用するよ
うに配置されることもできる。かかる反射器のための好適な材料は、金、銅、又は銅の合
金のような良好な光反射性だけでなく良好な熱伝導性を有する材料を含む。これは、熱を
冷却剤中に反射及び／又は伝達して、接着剤の加熱を回避するためである。
【００２２】
　さらなる例によれば、少なくとも中空部分は、ガラス、石英などの好適な透明材料を含
む。このようにして、光ファイバーを離れる光は、中空部分を通って冷却剤に伝達される
ことができる。もし末端部分も透明材料を含むのなら、光はこの部分を通っても伝達され
ることができる。末端部分はまた、冷却剤と接触しており、冷却剤によって冷却される。
上述の第一の例と同様に、案内接着剤の端部分は、中空部分の端で冷却室に露出され、冷
却剤との直接接触によって冷却される。
【００２３】
　上述の設計はまた、クラッドモードを回避するためにモードストリッパーと組み合わせ
られることができる。クラッドモードは、クラッドが周囲媒体より高い屈折率を有すると
いう事実によって光ファイバーのクラッドに制限されるモードである。これらのモードは
、一般的に、望ましくない。クラッドモードは、クラッド表面を表面粗面化することによ
って抑制される。クラッド表面は、クラッド界面での散乱を増大させてクラッドモードを
抽出することによって、又はクラッドの屈折率より高い屈折率もしくはクラッドの屈折率
と整合する屈折率を有する材料で光ファイバーの一部分を包囲することによって、光が界
面に衝突するときに光を散乱させ、クラッド光が屈折率整合材料中に伝達されることを生
じる。後者の技術は、モードストリッピングと称される。窓と末端部分の間でキャビティ
を通って延びる最外クラッド層の部分は、上述のように、かかるモードストリッパーを与
えられることができ、それは、例えば、表面粗面化の形態であることができる。
【００２４】
　緩衝層が案内接着剤内で終わる第一の場合には、モードストリッパーの後でクラッドに
なおも残っている光は、まず冷却剤によって、次に案内接着剤によって、そして最後に緩
衝材料によって案内されるだろう。緩衝層が案内接着剤の外側で終わる第二の場合には、
モードストリッパーの後でクラッドになおも残っている光は、まず冷却剤によって、次に
緩衝材料によって案内されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　以下、本発明は、添付の図面を参照して詳細に説明される。これらの概略図は、説明の
ためのみに使用され、本発明の範囲をいかなる点でも限定しない。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の第一実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明による集成装置において使用するための光ファイバーの一例
を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の第二実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の第三実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の第四実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の第五実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
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【図６Ａ】図６Ａは、本発明の第六実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の第七実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図７Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の第八実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【図９Ａ】図９Ａは、本発明の第九実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置の概
略断面図を示す。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図９Ａの集成装置の部分拡大図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１Ａは、本発明によるオプトエレクトロニクス集成装置の概略断面図を示す。この図
は、本発明の一般的な原理を示し、続く図は、代替的な実施形態を示す。オプトエレクト
ロニクス集成装置（以下、「集成装置」と称する）は、入力光ファイバー又はレーザーか
ら光を受けるためのデバイスに対して取り付けられるか又は固定される。
【００２７】
　図１Ａは、本発明の第一実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。オプトエレクトロニクス集成装置１（以下、「集成装置１」と称する）は、レ
ーザー（図示せず）などのコヒーレント光の源から、光ファイバー２を通してさらなるデ
バイス（図示せず）の方に光を伝達するために配置されている。集成装置１は、軸方向に
延びるキャビティ４を有するハウジング３を含む。ハウジング３中のキャビティ４は、前
記光ファイバー２の包絡面を包囲する流動冷却剤の供給（図示せず）に接続された冷却室
を形成する。冷却剤は、水又は他のいかなる好適な液体であることもできる。この例では
、冷却剤は、第一開口５を通して供給され、キャビティ４の同じ端にある第二開口１７か
ら除去される。少なくとも後者の場合、所望の領域及び／又は集成装置を構成するコネク
ター要素の十分な冷却を確実にするために、キャビティ中の光ファイバーを包囲するそら
せ板６が与えられ、冷却剤の流速及び／又は流れ方向が制御される。図１Ａでは、冷却剤
の流れ方向は、矢印Ａによって示される。冷却剤は、第一開口５に入り、そらせ板６によ
って案内されて、ハウジング３とそらせ板６の外側表面の間の環状空間を通って、キャビ
ティ４の第二端９から第一端８の方に案内される。第一端８で、冷却剤は、そらせ板６の
内側表面と光ファイバー２の間の環状空間中に、第二端９の方に案内され、そこでは、放
射状フランジが環状空間を分離し、冷却剤が第二開口１７を通して排水されることを可能
にする。代替的に、冷却剤は、ハウジングの一端に供給されて、他端から除去されること
ができる。
【００２８】
　ハウジング３は、キャビティの第一端８に位置されている透明な窓７を含み、この窓７
は、伝達される光の波長に適合された材料を含む。好適な材料の例は、石英、溶融シリカ
、透明セラミックス、ガラス、及びサファイアであり、これらは高エネルギーレーザー窓
などの用途のために一般的に使用されるものである。図１Ａでは、入射光は、窓７を通し
て光ファイバー２の端に集束される。ハウジング３は、キャビティ４の第二端９に位置さ
れた光ファイバー２のための開口１１（図１Ｂ参照）を有する末端部分１０をさらに含む
。末端部分１０は、集成装置１中の正しい位置に光ファイバー２を固定するために使用さ
れる。
【００２９】
　光ファイバー２の端２ａは、前記窓７と光学的に接触しており、末端部分１０の開口１
１を通って集成装置１から外に延びている。光ファイバー２は、開口１１を通って延び、
案内接着剤１２によって末端部分１０中の予め決定された位置に固定される（図１Ｂ参照
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）。
【００３０】
　案内接着剤１２は、光ファイバー２よりも低い屈折率を有し、これは、光ファイバー２
の光のビームを案内して、迷光を前記光ファイバー２のクラッドの内側に保持することを
可能にする。案内接着剤１２は、光源又はレーザーによって放出される、伝達される光の
波長に対して光学的に半透明である。
【００３１】
　案内接着剤１２は、末端部分１０における冷却剤封止を形成するために、末端部分１０
の少なくとも軸方向長さにわたって光ファイバー２を完全に包囲するように配置されてい
る。光ファイバー２を末端部分１０の正しい位置に固定することに加えて、案内接着剤１
２は、末端部分１０の軸方向長さに沿って光ファイバー２が末端部分１０と接触しない状
態で保持されるように光ファイバー２を固定するように配置されている。図１Ｂは、図１
Ａの集成装置の部分拡大図を示す。案内接着剤１２の端部分１２ａが、キャビティ４に面
する末端部分１０の側でキャビティ４中の冷却剤に露出されることができ、冷却剤と直接
接触することによって冷却されることができることがわかる。
【００３２】
　本明細書に記載の例によれば、図１Ｃに示される光ファイバー２は、コアー１３、クラ
ッド層１４、緩衝層１５、及びジャケット層１６を少なくとも含む。図１Ｂは、緩衝層１
５とジャケット層１６が、光ファイバー２を被覆する案内接着剤１２内の別々の末端点１
５ａ，１６ａでそれぞれ終わっていることを示す。コアー１３を包囲するクラッド層１４
は、窓７まで延びる。コアーに対するこれらの層の厚さは、縮尺通りでないことに注意さ
れたい。この例では、コアー１３とクラッド層１４は、ガラス材料から形成される。緩衝
層１５は、アクリレート材料、シリコーン、又は同様の好適な材料から形成されることが
できる。ジャケット層１６は、緩衝層の外側に与えられ、ナイロンなどの好適なプラスチ
ック材料から形成されることができる。光ファイバーの正確な設計及び構成は、本発明自
体には無関係であり、代替的な光ファイバーが、本発明の範囲内で使用されることができ
る。例えば、図１Ｃに示す例では、緩衝層は、削除されることができるか、又は一つより
多いクラッド層もしくはジャケット層が使用されることができる。関係のある特徴は、光
ファイバーのガラス材料（コアー及びクラッド）の屈折率であり、これは、案内接着剤の
屈折率の上限を決定する。
【００３３】
　図２Ａは、本発明の第二実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。オプトエレクトロニクス集成装置（以下、「集成装置１」と称する）は、図１
Ａの集成装置１と実質的に同一である。対応する構成部品（これらは、全ての意図及び目
的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使用される参照番号を維持するだ
ろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００３４】
　従って、図２Ａは、軸方向に延びるキャビティ４を有するハウジング３を含む集成装置
１を示す。ハウジング３中のキャビティ４は、前記光ファイバー２の包絡面を包囲する流
動冷却剤の供給（図示せず）に接続された冷却室を形成する。冷却剤は、水又は他のいか
なる好適な液体であることもできる。この例では、冷却剤は、第一開口５を通して供給さ
れ、キャビティ４の同じ端にある第二開口１７から除去される。少なくとも後者の場合、
所望の領域及び／又はコネクター要素の十分な冷却を確実にするために、キャビティ４中
の光ファイバーを包囲するそらせ板６が与えられ、冷却剤の流速及び／又は流れ方向が制
御される。図２Ａでは、冷却剤の流れ方向は、矢印Ａによって示される。冷却剤は、第一
開口５に入り、そらせ板６によって案内されて、ハウジング３とそらせ板６の外側表面の
間の環状空間を通って、キャビティ４の第二端９から第一端８の方に案内される。第一端
８で、冷却剤は、そらせ板６の内側表面と光ファイバー２の間の環状空間中に、第二端９
の方に案内され、そこでは、放射状フランジが環状空間を分離し、冷却剤が第二開口１７
を通して排水されることを可能にする。ハウジング３は、キャビティの第一端８に位置さ
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れている透明な窓７を含み、この窓７は、伝達される光の波長に適合された材料を含む。
【００３５】
　図２Ａの集成装置の部分拡大図を示す図２Ｂに示されるように、光ファイバー２の端２
ａは、前記窓７と光学的に接触しており、末端部分２０を通って集成装置１から外に延び
ている。光ファイバー２は、末端部分２０を通って延び、案内接着剤２２によって末端部
分２０中の予め決定された位置に固定される。
【００３６】
　ハウジング３は、キャビティ４の第二端９に位置される光ファイバー２のための開口２
１を有する末端部分２０をさらに含む。この末端部分２０は、光ファイバー２を集成装置
１中の正しい位置に固定するために使用される。光ファイバーを包囲して被覆する案内接
着剤は、ハウジングの端部壁の形で末端部分の全体に位置されることができる。この例で
は、それはまた、キャビティ４に面する末端部分２０の表面から予め決定された距離だけ
延びる中空部分２３の内側に位置されている。本明細書の続く部分では、中空部分は、円
筒形部分２３として記述されるが、本発明の範囲内で代替的な断面形状も選択されること
ができる。図２Ｂに示される中空部分２３は、末端部分２０の一体化部分であるが、これ
は、末端部分に固定された別個の構成要素の形状であることもできる。案内接着剤２２は
、円筒形部分２３の全体にわたって光ファイバー２を包囲して被覆する。
【００３７】
　上述の図１Ａ及び図１Ｂとの関連で記述されたように、案内接着剤２２は、光ファイバ
ー２よりも低い屈折率を有し、これは、光ファイバー２の光のビームを案内して、光を前
記光ファイバー２のクラッドの内側に保持することを可能にする。案内接着剤２２は、光
源又はレーザーによって放出される、伝達される光の波長に対して光学的に透明であるか
又は半透明である。
【００３８】
　案内接着剤２２は、末端部分２０における冷却剤封止を形成するために、末端部分２０
の少なくとも軸方向長さにわたって光ファイバー２を完全に包囲するように配置されてい
る。光ファイバー２を末端部分２０の正しい位置に固定することに加えて、案内接着剤２
２は、末端部分２０及び円筒形部分２３の軸方向長さに沿って光ファイバー２が末端部分
２０及び円筒形部分２３と接触しない状態で保持されるように光ファイバー２を固定する
ように配置されている。案内接着剤２２の端部分２２ａが、キャビティ４に面する末端部
分２０の側の円筒形部分２３の端でキャビティ４中の冷却剤に露出されることができ、冷
却剤との直接接触によって冷却されることができることがわかる。
【００３９】
　上述の図１Ｃに示されるように、光ファイバー２は、コアー１３、クラッド層１４、緩
衝層１５、及び外側ジャケット層１６を少なくとも含む。図２Ｂに概略的に示されるよう
に、緩衝層１５とジャケット層１６は、光ファイバー２を被覆する案内接着剤２２内の別
々の末端点２５，２６でそれぞれ終わっている。コアー１３を包囲するクラッド層１４は
、窓７まで延びる。コアー１３とクラッド層１４は、ガラス材料から形成されることがで
きる。緩衝層１５は、アクリレート材料、シリコーン、又は同様の好適な材料から形成さ
れることができる。ジャケット層１６は、緩衝層の外側に与えられ、ナイロンなどの好適
なプラスチック材料から形成されることができる。光ファイバーの正確な設計及び構成は
、本発明自体には無関係である。関係のある特徴は、光ファイバーの屈折率、特に光ファ
イバーのガラス材料の屈折率であり、これは、案内接着剤の屈折率の上限を決定する。
【００４０】
　図３Ａは、本発明の第三実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。この実施形態は、図１Ａの実施形態と実質的に同一である。対応する構成部品
（これらは、全ての意図及び目的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使
用される参照番号を維持するだろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００４１】
　図３Ａの実施形態は、図１Ａの実施形態とは、光ファイバー２の末端が異なる。図１Ａ
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に概略的に示されるように、光ファイバー２は、コアー１３、クラッド層１４、緩衝層１
５、及び外側ジャケット層１６を少なくとも含む。光ファイバー２は、図３Ａの集成装置
の部分拡大図である図３Ｂに示されるように、末端部分３０中の開口３１を通過し、この
開口３１の予め決定された位置に案内接着剤３２によって固定される。
【００４２】
　この実施例では、ジャケット層１６は、案内接着剤３２の内側の第一末端点３６で終わ
っており、一方、緩衝層１５は、案内接着剤３２の外側の第二末端点３５で、冷却室キャ
ビティ４の内側に予め決定された距離で終わっている。コアーを包囲するクラッド層１４
は、窓７まで延びる。
【００４３】
　図４Ａは、本発明の第四実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。この実施形態は、図２Ａの実施形態と実質的に同一であるが、末端部分は、キ
ャビティ中に延びる円筒形部分を含む。対応する構成部品（これらは、全ての意図及び目
的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使用される参照番号を維持するだ
ろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００４４】
　図４Ａの実施形態は、図２Ａの実施形態とは、光ファイバー２の末端部分が異なる。図
１Ｃに概略的に示されるように、光ファイバー２は、コアー１３、クラッド層１４、緩衝
層１５、及び外側ジャケット層１６を少なくとも含む。図４Ｂは、図４Ａの集成装置の部
分拡大図を示す。光ファイバー２は、末端部分４０及び円筒形部分４３の中の開口４１を
通過して、キャビティ４中に面する末端部分４０の表面から予め決定された距離だけ延び
る。光ファイバー２は、案内接着剤４２によって末端部分４０及び円筒形部分４３の中の
予め決定された位置に固定される。
【００４５】
　この実施例では、ジャケット層１６は、案内接着剤４２の内側の第一末端点４６で終わ
っており、一方、緩衝層１５は、案内接着剤４２の外側の第二末端点４５で、冷却室キャ
ビティ４の内側に予め決定された距離で終わっている。この配置は、末端部分４０及び円
筒形部分４３の内側の案内接着剤４２の加熱を防止する。クラッドから外に漏出する光は
、末端部分４０及び円筒形部分４３に到達する前に冷却剤キャビティ４中に入る。クラッ
ド層１４中に残る光は、冷却剤によってまず案内され、次に、緩衝層１５によって案内さ
れるだろう。コアーを包囲するクラッド層１４は、窓７まで延びる。
【００４６】
　図５Ａは、本発明の第五実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。この実施形態は、図１Ａの実施形態と実質的に同一である。対応する構成部品
（これらは、全ての意図及び目的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使
用される参照番号を維持するだろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００４７】
　図５Ｂは、図５Ａの集成装置の部分拡大図を示す。この例によれば、光ファイバー２は
、末端部分５０中の開口５１を通過し、末端部分５０中の開口５１中の予め決定された位
置に案内接着剤５２によって固定される。末端部分５０は、反射器として作用し、キャビ
ティ４中の冷却剤と直接接触している。これは、末端部分５０に衝突する光を反射して冷
却剤中に戻して、案内接着剤５２の加熱を回避するためである。光の反射は、矢印Ｒによ
って示されている。末端部分５０は、金、銅、又は銅の合金のような光反射性で熱伝導性
の材料を含む。案内接着剤５２の端部分は、末端部分５０の内部端壁でキャビティ４中の
冷却剤に露出されており、冷却剤との直接接触によっても冷却される。
【００４８】
　本明細書では、集成装置から外に伝達されるべき熱は、光ファイバーの末端によって生
成される。図５Ｂでは、ジャケット層１６は、案内接着剤５２の内側の第一末端点５６で
終わっており、一方、緩衝層１５は、案内接着剤５２の内側の第二末端点５５で終わって
いる。コアーを包囲するクラッド層１４は、窓７まで延びる。
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【００４９】
　図６Ａは、本発明の第六実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。この実施形態は、図２Ａの実施形態と実質的に同一であるが、末端部分は、キ
ャビティ中に延びる円筒形部分を含む。対応する構成部品（これらは、全ての意図及び目
的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使用される参照番号を維持するだ
ろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００５０】
　図６Ｂは、図６Ａの集成装置の部分拡大図を示す。この例によれば、光ファイバー２は
、末端部分６０及び円筒形部分６３の中の開口６１を通過して、キャビティ４中に面する
末端部分６０の表面から予め決定された距離だけ延びる。光ファイバー２は、案内接着剤
６２によって末端部分６０及び円筒形部分６３の中の予め決定された位置に固定される。
末端部分６０及び円筒形部分６３は、反射器として作用し、キャビティ４中の冷却剤と直
接接触している。これは、光を反射して冷却剤中に戻して、案内接着剤６２の加熱を回避
するためである。光の反射は、末端部分６０については矢印Ｒ１で、円筒形部分６３につ
いては矢印Ｒ２で示されている。この配置は、末端部分６０、円筒形部分６３、及び案内
接着剤６２がキャビティ４中に漏出した光によって加熱されることを防止する。末端部分
６０及び円筒形部分６３は、金、銅、又は銅の合金のような良好な光反射性及び熱伝導性
を有する材料を含む。案内接着剤６２の端部分は、末端部分６０の内部端壁でキャビティ
４中の冷却剤に露出されており、冷却剤との直接接触によっても冷却される。
【００５１】
　本明細書では、集成装置から外に伝達されるべき熱は、冷却剤キャビティ中の光ファイ
バーから漏出する光によって、及び／又は末端部分内のクラッド層から外に漏出する光に
よって生成される。図６Ｂでは、ジャケット層１６は、案内接着剤６２の内側の第一末端
点６６で終わっており、一方、緩衝層１５は、案内接着剤６２の内側の第二末端点６５で
終わっている。コアーを包囲するクラッド層１４は、窓７まで延びる。熱は、熱伝導材料
を通して円筒形部分６３から末端部分６０に伝導される。次に、構成要素６０，６３の全
体は、冷却剤によって冷却される。
【００５２】
　図７Ａは、本発明の第七実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。この実施形態は、図６Ａの実施形態と実質的に同一であるが、末端部分は、キ
ャビティ中に延びる円筒形部分を含む。対応する構成部品（これらは、全ての意図及び目
的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使用される参照番号を維持するだ
ろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００５３】
　図７Ｂは、図７Ａの集成装置の部分拡大図を示す。図７Ｂに示されるように、光ファイ
バー２は、末端部分６０及び円筒形部分６３の中の開口７１を通過して、キャビティ中に
面する末端部分６０の表面から予め決定された距離だけ延びる。光ファイバー２は、案内
接着剤６２によって末端部分６０及び円筒形部分６３の中の予め決定された位置に固定さ
れる。末端部分６０及び円筒形部分６３は、上述の図６Ｂに関連して記述されたように、
反射器として作用する。これに加えて、末端部分６０及び円筒形部分６３は、キャビティ
４中の冷却剤と直接接触している。これは、熱を冷却剤に伝達して、案内接着剤６２を冷
却するためである。これは、末端部分６０、円筒形部分６３、そして特に末端部分６０の
内部のクラッドから外に漏出する光によって加熱されることができる案内接着剤６２を冷
却するのを助ける。末端部分６０及び円筒形部分６３は、金、銅、又は銅の合金のような
熱伝導性の材料を含む。
【００５４】
　上述のような反射器の設計は、案内接着剤が光ファイバーの末端から生成された熱に露
出されるときに案内接着剤を効率的に冷却することを可能にする。反射器の表面の反射性
は、いかなるレーザー光の吸収も回避するのに十分高いように選択される。
【００５５】
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　案内接着剤６２の端部分は、光ファイバー２と円筒形部分６３の間に延びる封止７７を
与えられている。封止７７は、円筒形部分６３の端でキャビティ４中の冷却剤に露出され
ており、冷却剤が光ファイバー２を包囲する案内接着剤６２に到達することを防止し、ハ
ウジングを封止することを助ける。このようにして、案内接着剤６２の端部分は、封止７
７によって冷却剤と直接接触しない。封止７７は、ゴム材料などの好適な弾性材料を含む
。光ファイバーを包囲する開口が円形であるなら、封止７７はＯ－リングであることがで
きる。
【００５６】
　代替的に、図５Ａに示されるように光ファイバーと末端部分の間に延びる封止は、案内
接着剤と冷却室の間に位置されることができる。従って、封止は、それが末端部分に入る
場所で光ファイバーの周りに（図５Ａ）、又はそれが円筒形反射器に入る場所で光ファイ
バーの周りに（図７Ａ）配置されることができる。
【００５７】
　図７Ｂでは、ジャケット層１６は、案内接着剤６２の内側の第一末端点７６で終わって
おり、一方、緩衝層１５は、案内接着剤６２の内側の第二末端点７５で終わっている。コ
アーを包囲するクラッド層１４は、窓７まで延びる。熱は、図７Ａ及び図７ＢではＨとし
て示されており、熱伝導材料を通して円筒形部分６３から末端部分６０に伝導される。
【００５８】
　図８Ａは、本発明の第八実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。この実施形態は、図２Ａの実施形態と実質的に同一であるが、末端部分は、キ
ャビティ中に延びる円筒形部分を含む。対応する構成部品（これらは、全ての意図及び目
的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使用される参照番号を維持するだ
ろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００５９】
　図８Ｂは、図８Ａの集成装置の部分拡大図を示す。この例によれば、光ファイバー２は
、末端部分８０及び円筒形部分８３の中の開口８１を通過して、キャビティ中に面する末
端部分８０の表面から予め決定された距離だけ延びる。光ファイバー２は、案内接着剤８
２によって末端部分８０及び円筒形部分８３の中の予め決定された位置に固定される。末
端部分８０及び円筒形部分８３は、ガラス又は石英などの好適な透明材料を含み、キャビ
ティ４中の冷却剤と直接接触している。かかる透明材料は、熱伝導性に劣るので、冷却剤
キャビティ４中に漏出した光は、図中の矢印Ｔ１，Ｔ２によって示されるように、末端部
分８０を通して伝達されるだろう。この例では、ジャケット層１６は、案内接着剤８２の
内側の第一末端点８６で終わっており、一方、緩衝層１５は、案内接着剤８２の内側の第
二末端点８５で終わっている。コアーを包囲するクラッド層１４は、窓７まで延びる。
【００６０】
　代替的な例によれば、図４Ｂに示されるように、緩衝層は、冷却剤キャビティ中に予め
決定された距離で第二末端点で終わっていることができる。上述のように、これは、末端
部分及び円筒形部分の内部の案内接着剤の加熱を防止する。
【００６１】
　このようにして、第二末端点８５で光ファイバー２を離れる光は、矢印Ｔ２によって示
されるように、熱を冷却剤に伝達して案内接着剤８２を冷却するために、円筒形部分を通
して冷却剤に伝達されることができる。末端部分８０は、透明材料も含み、光は、矢印Ｔ

１によって示されるようにこの部分を通して集成装置から外に伝達されることができる。
末端部分はまた、冷却剤と接触しており、冷却剤によって冷却される。案内接着剤８２の
端部分は、円筒形部分８３の端でキャビティ４中の冷却剤に露出されており、冷却剤との
直接接触によって冷却される。
【００６２】
　図９Ａは、本発明の第九実施形態によるオプトエレクトロニクス集成装置１の概略断面
図を示す。この実施形態は、図６Ａの実施形態と実質的に同一であるが、末端部分６０は
、キャビティ４中に延びる円筒形部分６３を含む。対応する構成部品（これらは、全ての
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意図及び目的について同一である）は、図１Ａ及び図１Ｃにおいて使用される参照番号を
維持するだろう（参照番号１～９、及び１３～１７参照）。
【００６３】
　図９Ｂは、図９Ａの集成装置の部分拡大図を示す。図９Ｂに示される例は、図６Ａの例
をモードストリッパー９０と組み合わせて、クラッドモードを除去する。図９Ａ及び９Ｂ
に概略的に示されるように、光ファイバー２は、少なくともコアー１３、クラッド層１４
、緩衝層１５、及び外側ジャケット層１６を含む。この例では、ジャケット層１６は、第
一末端点６６で終わっており、緩衝層１５は、案内接着剤６２の内側の第二末端点６５で
終わっており、一方、コアー及びクラッド１４は、キャビティ４を通して透明な窓７まで
延びる。クラッドモードは、光が界面に衝突するときに光を散乱するモードストリッパー
領域９１によって抑制される。これは、透明な窓７から末端部分６０の方への光ファイバ
ー２の少なくとも一部における表面粗面化によって達成され、この表面粗面化は、クラッ
ド光の散乱を生じさせる。この技術は、モードストリッピングと称される。
【００６４】
　本発明は、上述の実施形態に限定されず、特許請求の範囲内で自由に変更されることが
できる。例えば、使用される光ファイバーは、上述の図に記載されたより少ない数又は多
い数の層を含むことができる。さらに、緩衝層及びジャケット層が使用される場合、これ
らの層は、図９Ｂに示されるように、同じ位置で終わる必要はない。上述の実施形態から
の特徴を組み合わせることも可能である。例えば、図７Ｂにおいてキャビティに隣接する
光ファイバーを包囲する反射器は、他の実施形態においても使用されることができる。
【００６５】
　加えて、上述の実施形態は、冷却剤キャビティの第一端に位置される透明な窓を含むハ
ウジングを記述する。特許請求の範囲内で、キャビティの第一端に光ファイバーのための
開口を有する金属円板又は透明な円板を与えることも可能である。光ファイバーは、上述
のような好適な方法を使用して、かかる円板に固定されることができる。
【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】
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【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】
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